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　　　　　欠席議員（なし） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　説明のため出席した者 
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 健 康 長 寿 課 長 児　玉　藤　子　　君

 産 業 観 光 課 長 安　土　　　哲　　君

 建 設 課 長 赤　間　春　夫　　君

 会計管理者兼会計課長 鳫　平　義　弘　　君

 水 道 事 業 所 長 岩　渕　茂　樹　　君

 危 機 管 理 監 蜂　谷　文　也　　君

 子育て支援対策監 本　間　澄　江　　君

 教 育 長 内　海　俊　行　　君

 教 育 次 長 三　浦　　　敏　　君

 教 育 課 長 赤　間　隆　之　　君
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　　　　　事務局職員出席者 

　　事 務 局 長　　千　葉　義　行　　　　　主 査　　菊　地　磯　子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　議 事 日 程　（第１号） 

　　平成３０年８月７日（火曜日）　午前１０時　　開会 

日程第　１　会議録署名議員の指名 

　〃　 第　２　会期の決定 

　　　　　　　　　　８月７日の１日間 

　〃　 第　３　議案第４６号　平成３０年度松島町一般会計補正予算（第２号）について 

　〃　 第　４　議案第４７号　平成３０年度松島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　〃　第　５　議案第４８号　工事委託に関する協定の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【西柳雨水ポンプ場の復興事業に係る建設工事委託に関する協定】 

　〃　第　６　議案第４９号　工事請負契約の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【町道根廻・磯崎線道路整備工事】 

　〃　第　７　議案第５０号　工事請負契約の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【町道手樽・富山駅線避難道路整備工事】 

　〃　 第　８　議案第５１号　工事請負契約の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【普賢堂排水区雨水管渠築造工事】 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　本日の会議に付した事件 

日程第　１　会議録署名議員の指名 

 選挙管理委員会事務局長 伊　藤　政　宏　　君

 代 表 監 査 委 員 丹　野　和　男　　君

 総務課総務管理班長 櫻　井　和　也　　君

 建設課管理班長 齋　藤　幹　雄　　君

 総務課環境防災班長 土　井　弘　道　　君

 企画調整課次長 松　村　武　文　　君

 企画調整課主事 金　田　卓　也　　君
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　〃　 第　２　会期の決定 

　　　　　　　　　　８月７日の１日間 

　〃　 第　３　議案第４６号　平成３０年度松島町一般会計補正予算（第２号）について 

　〃　 第　４　議案第４７号　平成３０年度松島町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　〃　第　５　議案第４８号　工事委託に関する協定の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【西柳雨水ポンプ場の復興事業に係る建設工事委託に関する協定】 

　〃　第　６　議案第４９号　工事請負契約の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【町道根廻・磯崎線道路整備工事】 

　〃　第　７　議案第５０号　工事請負契約の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【町道手樽・富山駅線避難道路整備工事】 

　〃　 第　８　議案第５１号　工事請負契約の締結について 

　　　　　　　　　　　　　【普賢堂排水区雨水管渠築造工事】 
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　　　　　午前１０時００分　　開　会 

○議長（阿部幸夫君）　皆さん、おはようございます。 

　　平成30年第１回松島町議会臨時会を開会いたします。 

　　本日の会議を開きます。 

　　町長より挨拶を求められておりますので、櫻井町長、お願いいたします。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　本日、第１回松島町議会臨時会を開催するに当たりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。 

　　議員の皆様には、大変お忙しい中ご参集を賜り厚く御礼を申し上げます。 

　　初めに、本日お配りさせていただいております平成30年７月豪雨災害に係る岡山県倉敷市へ

の災害派遣について報告させていただきます。 

　　既に新聞等でも報道されておりましたが、松島町と観光交流協定を結んでいる倉敷市が平成

30年７月豪雨で大規模な浸水被害を受けたことから、７月14日に職員３人を現地に派遣し、災

害廃棄物仮置き場の運営及び避難所運営の支援を行っております。この支援は、災害発生後の

７月10日に環境防災班長外職員２人を先遣隊とし倉敷へ派遣し、どのような支援が必要なのか

確認を行い、その報告を受け、支援体制を整えようとしていたところ、13日の夜にファックス

にて倉敷市から支援要請が届いたことから急遽職員を派遣したものです。現在も職員を定期的

に入れかえ、支援物資の仕分けに１人増員した４人の職員を派遣し、継続して支援に当たって

いる状況であります。倉敷への職員の派遣は、今月の12日までを予定しております。 

　　なお、７月19日に岡山県倉敷市長へ松島町及び松島町議会等からの災害見舞金を手渡しして

おります。 

　　また、翌20日には、広島県廿日市市で行われた日本三景観光連絡協議会総会の開催前に京都

府宮津市長及び広島県廿日市市長へ豪雨災害の見舞金を手渡ししております。 

　　さて、本日提案いたします議案は、平成30年度松島町一般会計及び下水道事業特別会計補正

予算、工事委託に関する協定の締結について外３件を提案させていただくものでございます。

後ほど提案理由を説明させていただきますので、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　本日の議事日程等はお手元に配付いたしております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

○議長（阿部幸夫君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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　　本日は、３番綠山市朗議員、４番赤間幸夫議員を指名いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第２　会期の決定 

○議長（阿部幸夫君）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

　　お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。ご異議ございませんか。 

　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定をいたしまし

た。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第３　議案第４６号　平成３０年度松島町一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（阿部幸夫君）　日程第３、議案第46号平成30年度松島町一般会計補正予算（第２号）に

ついて議題といたします。 

　　議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議案第46号平成30年度松島町一般会計補正予算の提案理由を申し上げま

す。 

　　今回の補正につきましては、東日本大震災復興交付金事業第21回配分可能額通知のありまし

た事業等について補正するものであります。 

　　補正の概要を歳入歳出補正予算事項別明細書で説明いたします。 

　　歳出につきまして５ページをお開き願います。 

　　２款総務費１項17目東日本大震災復興交付金基金費につきましては、平成30年６月27日付で

第21回配分交付可能額通知のありました事業に係る東日本大震災復興交付金について全額積み

立てるものであります。 

　　３款民生費１項２目障害者福祉費につきましては、障害者の日常生活用具等給付事業費とし

て、喉頭を摘出した方が使用する「埋込型人工鼻」を平成30年９月１日から給付対象とするた

め補正するものです。 

　　６款農林水産業費１項４目農地費につきましては、東日本大震災の復旧復興事業に伴う大型

工事車両の通行により損傷した農道舗装の補修費用について補正するものであります。 

　　６ページをお開き願います。 

　　５目園芸振興費につきましては、東日本大震災により解体したセッコクの培養施設について、

手樽地域交流センター内に仮設培養施設を設置し事業を実施しておりましたが、生育が不調で
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あったことから、松島東部地域交流センターへ移転し、適正な温度管理が可能な施設を整備す

るための費用について補正するものであります。 

　　10款教育費１項２目事務局費につきましては、宮城県が道徳教育の推進のため実施する豊か

な心を育む研究指定校事業の指定校として松島第一小学校が決定したことに伴い、その事業に

関する経費について補正するものであります 

　　歳入につきましては３ページをお開き願います。 

　　11款地方交付税１項１目地方交付税の震災復興特別交付税につきましては、歳出補正予算に

計上しました東日本大震災復興交付金事業に係る一般財源負担分について措置される見込み額

について補正するものであります。 

　　15款国庫支出金２項２目民生費国庫補助金につきましては、歳出でご説明しました日常生活

用具等給付費事業費に対するものであります。 

　　６目東日本大震災復興交付金につきましては、第21回配分交付可能額通知に伴い補正するも

のであります。 

　　16款県支出金２項２目民生費県補助金につきましては、歳出でご説明しました日常生活用具

等給付事業費に対するものであります。 

　　４ページに渡ります。 

　　３項４目教育費委託金につきましては、歳出でご説明しました豊かな心を育む研究指定校事

業に対するものであります。 

　　18款寄附金１項２目農林水産業費寄附金につきましては、ＮＴＴドコモグループの社員募金

による寄附金について補正するものであり、歳出でご説明しましたセッコク培養施設改修事業

に対する財源として補正するものであります。 

　　19款繰入金２項４目東日本大震災復興交付金基金繰入金につきましては、歳出でご説明しま

した農道舗装補修事業に対して繰り入れするものであります。 

　　これらの財源を精査し、財政調整基金繰入金を補正するものであります。 

　　なお、詳細につきましては、担当課長等より説明させます。 

　　以上で説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　それでは、東日本大震災復興交付金第21回配分についての補

正の説明となります。 

　　補正予算事項別明細書３ページ歳入予算説明資料１ページになります。 
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　　15款２項６目東日本大震災復興交付金につきまして説明いたします。 

　　今回の補正につきましては、復興交付金第21回申請におきまして採択され、事業費の配分を

受けました松島町道路路面補修事業に係る交付金１億5,615万9,000円を補正するものでござい

ます。 

　　資料の２枚目をお開き願います。 

　　この道路路面補修事業は、復興事業におきまして内陸部の土取り場から沿岸部の復興事業を

行う施工場所へと土砂や資材を運搬するため、大型工事車両が通行したことにより舗装が損壊

しております。生活道路としての利用に支障を来していることから、これまでは部分補修を行

ってまいりました。道路の全面の補修につきましては、多額の費用が必要となることから、復

興庁に対しまして支援をしていただけるよう要望を重ねてまいったところであり、今回復興交

付金の申請が認められたところでございます。 

　　なお、工事につきましては、歳出に係る補正予算の説明として後ほど建設課のほうから説明

があると思います。 

　　東日本大震災復興交付金に係る補正予算の説明は以上となります。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　それでは、事項別明細書５ページ、一番下、主要事業説明資料１に

なります。 

　　６款１項４目農道路面補修事業の補正につきまして説明いたします。 

　　今回の補正につきましては、歳入で説明がありました東日本大震災の復旧復興事業に伴う大

型工事車両の通行により損傷した道路舗装の補修を行うものであり、東日本大震災復興交付金

の第21回申請で認められた舗装補修工事について補正を行うものであります。 

　　次ページの平面図をお開きください。 

　　舗装補修を行う箇所といたしましては、図面の赤線部分ですが、幡谷地区の県道竹谷幡谷線

と国道45号を結ぶ道路の農道北小泉幡谷線全線及び農道上下堤竹谷線の一部であります。 

　　舗装補修は、車道全幅員の舗装打ちかえを行うものでありまして、右下に舗装補修の断面図

がありますが、通常の補修方法ではアスファルト舗装を剥ぎ取り、既設路盤を転圧し、アスフ

ァルト舗装を行いますが、今回の補修方法は、真ん中の図のように現在のアスファルト舗装を

砕きながらセメント及びアスファルト乳剤をまぜ、改良、転圧を行い、右図のようにその上に

５センチのアスファルト舗装を行います。これにより今ある舗装より５センチ高くなりますが、

舗装の強度が上がる工事を行います。 
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　　また、今回の舗装補修につきましては、大型車通行により損傷の補修でありますので、事業

の性質上、歩道の補修は行いません。 

　　工事実施につきましては、契約期間が順調に進めば９月議会で契約議案を上程する予定であ

ります。 

　　また、工事完成は今年度末を予定しておりますが、秋から冬の工事となりますので、天候の

関係により年度を越すことも考えられます。 

　　説明資料の１枚目に戻っていただきまして、事業概要①（１）の工事請負費でありますが、

全体工事費につきましては、２億4,503万8,000円であります。 

　　工事の延長といたしましては、農道北小泉幡谷線舗装補修工事、延長が3,160メートル。農

道上下堤竹谷線舗装補修工事、延長が1,275メートルであります。 

　　施工幅といたしましては車道の幅になりますが、6.0メートルから6.5メートルと考えており

ます。 

　　財源内訳表でありますが、財源表中のその他につきましては、東日本大震災復興交付金事業

で補助率80％、一般財源につきましては95％が震災復興特別交付税の交付対象額となっており

ます。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（阿部幸夫君）　安土産業観光課長。 

○産業観光課長（安土　哲君）　それでは、セッコク培養施設改修等工事につきまして、補正予

算事項別明細書６ページ、また主要事業説明資料の２によりまして説明させていただきます。 

　　本施設につきましては、以前より培養育成を行ってきた愛・らんど松島が東日本大震災で被

害を受け、解体後以来、手樽地域交流センター敷地内に仮培養施設を設置し育成培養を行って

まいりました。当該施設においての培養育成については、培養に係る温度管理等が適正に行え

ないなどの課題から現在、震災以前の鉢数を確保できず、今回その課題を踏まえ、東部地域交

流センター敷地内にある使用されていないプール更衣室等を主要事業説明資料の図面にありま

すよう、施工前の女子更衣室及び女子用トイレを培養を行うバイオ室及び無菌状態になる前室

へ、男子更衣室及び男子用トイレを事務所へと改修し、あわせて培養を行ったセッコクを育成

するビニールハウスを手樽地域交流センターより移設し設置するものでございます。 

　　なお、財源につきましては、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、福島、宮城の被災三

県の復興事業に対し寄附を行う意に賛同したＮＴＴドコモグループ社員が東日本大震災の3.11

にちなみ毎月311円の募金を行ったＮＴＴドコモグループ東北応援社員募金寄附金を原資に実
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施するものであります。 

　　以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部幸夫君）　三浦教育次長。 

○教育次長（三浦　敏君）　それでは、事業名、豊かな心を育む研究指定校事業、補正予算事項

別明細書は６ページ、主要事業説明資料については３をご参照いただきたいと思います。 

　　予算科目は、10款１項２目であります。 

　　本事業は、宮城県から研究指定を受けたものでございます。指定を受けた学校は、松島第一

小学校ということでございます。 

　　松島第一小学校は、平成28年度から「自他との豊かなかかわりを通して生き生きと生活する

児童の育成」という研究主題を掲げ、研究に取り組んでおります。今年度３年目ということに

なります。昨年度については、町内の全小・中学校の教員が松島第一小学校の道徳の授業を参

観、研究に参加をしております。このような取り組みが県の研究指定というものに白羽の矢が

立ちました。それで、３月の時点で依頼を受けて、やりますという申請を出したところでござ

います。 

　　事業内容といたしましては、３の説明資料にあります３年目の事業づくりと、殊さら小学校

におきましては、今年度から特別の教科化となりました特別の教科道徳について、さらに評価、

あるいは授業の進め方について研究を進めているというところでございます。 

　　あとは、町内の教職員、また保護者、あるいは町民に対して広く特別の教科道徳の授業とは

どういうものか、あるいは評価について知らせるということもありまして、教育後援会の実施

を考えております。 

　　また、県内の指定事業ということでございますので、広く県内の教職員に広く事業を公開す

るということで事業研究会の実施を計画しております。 

　　財源につきましては、全て県費の財源ということになっております。 

　　決定通知が５月の下旬、そして正式に決定通知が来たのが６月の下旬になってからというこ

とでございまして、今回の臨時会に出させていただきました。すぐさま今年度の取り組みを推

進するために事業を推進していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

　　以上です。 

○議長（阿部幸夫君）　議案の提案理由の説明が終わりました。 

　　質疑に入ります。質疑ございませんか。10番後藤良郎議員。 

○10番（後藤良郎君）　おはようございます。 
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　　私のほうからも西日本豪雨で亡くなられた方にお悔やみを申し上げるとともに被災された方

に対しお見舞いを申し上げたいと思います。 

　　１つだけこの議案の中で確認というか、障害福祉の関係ですね。人工鼻、早速前回の議会で

お話をさせていただいたらすぐに反応していただき、さすが執行部だなと、評価をしたいなと、

なかなか今まで言うことなかったんですけれども、評価をさせていただきたいと思います。た

だ、金額が半年の中で十何万だか、恐らく１名かなと、その辺ちょっと確認をします。 

○議長（阿部幸夫君）　太田福祉課長。 

○町民福祉課長（太田　雄君）　人数は１名分でございまして、内訳としまして月額で２万

3,760円、これを７月分でございます。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　後藤良郎議員。 

○10番（後藤良郎君）　それは私は把握しているつもりなんですけれども、ただ複数になる可能

性もあるので、その辺なった場合にはどのように対応されるのかお聞きをします。 

○議長（阿部幸夫君）　太田福祉課長。 

○町民福祉課長（太田　雄君）　当初予算においては、前年度等の実績を踏まえてこの日常生活

用具等給付を積算しているところでございます。今回新たに人工鼻が加わったということで補

正を行っておりました。今後新たに加われば補正ということで考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　よろしいですか。他にございませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　では、質疑なしと認めます。質疑を終わります。11番菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　済みません。今の喉頭手術に対する補正、給付金ですけれども、これは

９月１日という基準日は何でこういう９月１日になったんですか。 

○議長（阿部幸夫君）　太田福祉課長。 

○町民福祉課長（太田　雄君）　これまで日常生活用具の給付の中に人工鼻というのがございま

せんでした。今回新たに加えさせていただくということで９月１日から開始ということで始め

させていただきます。以上です。 

○議長（阿部幸夫君）　菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　これは町単独事業、補助金どっちなんですか。 

○議長（阿部幸夫君）　太田福祉課長。 
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○町民福祉課長（太田　雄君）　国と県からの補助を受けての事業になります。（「パーセン

ト」の声あり）国が２分の１、県が４分の１です。（「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（阿部幸夫君）　菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　それから18款の給付金、これは今回限りで終わりということですか。 

○議長（阿部幸夫君）　佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　今回限りとなります。ただ、寄附のほうは今後も継続してま

いりますので、その都度都度、うちのほうからは事業のほうを申し入れていきたいと考えてお

ります。（「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（阿部幸夫君）　他にございませんか。７番澁谷秀夫議員。 

○７番（澁谷秀夫君）　７番澁谷でございます。 

　　６款のセッコク培養施設改修等工事についてちょっとお伺いしたいと思います。 

　　事業内容でございまして、今度新たな施設に移行し、安定したセッコクの繁殖を行い、町花

の継続及び認知度の向上並びに地域の活性を図るとありますが、具体的にどのような事業をや

っていかれるおつもりなのかお伺いしたいと思います。 

○議長（阿部幸夫君）　安土産業観光課長。 

○産業観光課長（安土　哲君）　まず、町花セッコクのほうでございますが、今現在の平成28年

度の育成中に雑菌のほうが入り込みまして、鉢数がかなりでき上がらない状態になっておりま

す。まずこの状態を解消しようということで、大体１年間に従事していただく日数は45日間な

んですけれども、その45日間で震災以前の5,000鉢の鉢数生産に追いつこうと、また、そのた

めに今まで事業を実施をお願いしておりました松島・夢・農村農業活性化推進協議会とあわせ

まして東部地域交流センターの地域の皆様にも繁忙期には手伝いをいただき、地域活性を図ろ

うというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　澁谷秀夫議員。 

○７番（澁谷秀夫君）　ただいまの説明でありましたが、町花の継続というところですね。これ

は町花の漢字というか、字は町の花ではなく……。 

○議長（阿部幸夫君）　安土産業観光課長。 

○産業観光課長（安土　哲君）　町の花セッコクでございます。（「はい、わかりました」の声

あり） 

○議長（阿部幸夫君）　よろしいですか。他にございませんか。４番赤間幸夫議員。 
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○４番（赤間幸夫君）　４番赤間です。 

　　私からも１点です。 

　　補正予算資料でいただきました。まず、町道路面の補修事業についてお尋ねいたします。 

　　説明の中でるるお話しいただいたわけではございますが、ざっと見てみますと、まず行政界

にまたがっていますよね。東松島側と。そういった点での調整とか、あるいは今後この予算づ

けが通って、トータル的なスケジュールは32年の３月までに全面完工させるというか、竣工さ

せるという見通しでいかれるんでしょうが、ざっとその辺の見通し等も含めてまず第１点目お

話いただければと思うんですけれども。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　路線につきましては、上下堤竹谷線が東松島市さんのほうまでかか

っているという形になっています。こちらにつきましては、路面の管理については、松島町の

ほうでやるという形になっておりますので、東松島市さんに調整しながら実施していきたいと

考えております。 

　　あと、工事になりますけれども、工事関係につきましては、まず準備期間で１カ月になりま

す。あと路盤及び舗装工で４カ月はかかると思っております。こちらの路盤の改良ですけれど

も、１日100メートルぐらいしか進まないのではないかということで今計算しておりまして、

全体4,435メートルありますけれども、そちらの片側100メートルですので、両側入れますと掛

ける２車線という形になって、約8,800メートルありますけれども、88日間かかるのではない

かなというイメージで考えておりました。 

　　それとアスファルト舗装になりますが、こちらにつきましては、全線やるのに12日間かかる

ということもありまして、路盤と舗装工合わせまして４カ月程度かかるという形になります。

あとその上に最終的な仕上げと区画線がありますので、１カ月という形になりますので、実際

は後片づけ１カ月含ますと７カ月はかかるような形になります。これは１工事で実施しますと

そのぐらいかかるという形になっておりますが、今回は工事を何個かに分割しまして発注した

いと思っておりまして、準備工１カ月、あと工事は２カ月で終わらせたいと、あと白線等で１

カ月という形で、片づけ、検査期間として１カ月で約半年を見込んでいて、３月まで終わらせ

るという形で考えておりました。ただ、先ほども申しましたけれども、冬季間に入りますので、

実際１月、２月というのは、舗装を避ける期間となっておりますので、12月、３月の舗装関係

がメーンとなってきますので、もしか寒い期間が長ければ繰り越す可能性が出てくるという形

になっております。 
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　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間幸夫議員。 

○４番（赤間幸夫君）　今、最後のほうで説明いただきましたように、冬場に差しかかれば担当

課長おっしゃった説明の内容で進められるんだろうということだと思います。 

　　それで、お尋ねしたいというところは、こういった事業でいろいろ震災を受けた近隣市町初

め海岸線の町では土取り等を含めて大型ダンプの往来で管理している道路が盛んに傷んでいる

という状況で、随時やっているところもありますし、恒久対策として今回のような形できちっ

としたものでやろうとする自治体もあるというふうに聞いています。完成した暁には速やかに

道路管理における大型ダンプ等の往来に対しては、道路使用許可とかのありようも一方では管

理上の問題として速やかに手だてを打つ必要があるのではないかと思っていますが、その辺の

持つ考えはありますか。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　こちらの道路はもともと５センチしか舗装がないという形で、もと

もと舗装の強度が余りないというところを大型車が通行されたということでなっております。 

　　復興交付金事業で認められておりますのは１回限りとなっておりまして、今回もう大型車の

車両が減ってきたということで、今回一気に舗装をかけたいと考えておりました。 

　　完成した後も大型車は通ると思います。それに対しての通行規制等々については、規制はで

きないものと思っておりましたので、その分強度を増す工事を実施したいと思っておりまして、

それで対応していきたいと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間幸夫議員。 

○４番（赤間幸夫君）　今回は震災復興交付金等の財源を活用して後先１回というふうな施工で

ありますから当然恒久的にも遜色ないというふうな強度でもっての舗装対応を施工するという

ことでありますから、それは結構かと思います。なお、今後においても町道全般にわたってで

ありますけれども、ことしのような夏、猛暑という形でいきますと、以前よりはずっと暑さに

も耐えるような舗装体にはなってきてはおりますけれども、そういったところも配慮した道路

管理ということを十分に配慮していただいて管理いただければなというふうに思います。お願

いしておきます。 

　　それから、もう１点がセッコクの話なんですけれども、今回ＮＴＴさんからの寄附を財源と

してということであります。手樽のほうから東部のほうにということでありますが、いわゆる
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体制ですね。前回でいろいろ雑菌というか、そういったこともあってこちらにという説明であ

りますが、人的な対応であったりとか、施設的な対応であったりとか、そういうことの総合判

断に至った経緯的なこと、再度ちょっと説明いただけますか。 

○議長（阿部幸夫君）　安土産業観光課長。 

○産業観光課長（安土　哲君）　もともと手樽地域交流センター敷地内に設置しておりました仮

培養施設ということで提案理由、また事業説明でお話をしましたとおり、適正な温度管理がな

かなか難しいと、育成が図られていないという実情がございました。それは東部地域交流セン

ターのほうの使われていない施設を活用した場合、プール棟につきましては、木造でございま

すが、内側に断熱材を張ることによりまして、また空調をあわせて設置することによって温度

管理が図られるだろうと、あと今現在のところには前室といいまして雑菌を取って滅菌してか

ら入るという場所がございません。手なれている方につきましては、丁寧に消毒をしてから入

られるんですが、どうしても支援をお願いした場合なれていない方が入ると雑菌が入り込んで

しまうという状態がございました。それを解消するために前室の設置、そして培養室というふ

うに分けさせていただきました。 

　　あわせて体制でございますが、今まではこの知識にたけている１人の方がずっと従事してお

ったんですが、次の世代にその培養育性の技術をつなごうということで、また別な方にも１人

ご参加いただきまして、２人体制で従事していこうというふうに今計画し、その方々とお話を

させていただいております。 

　　最後に一番人足を必要とするのが、鉢上げの時期のようです。これは私も教えられたんです

が、その鉢上げの際には地域の方にも支援をいただきまして対応してまいりたいというふうに

考えています。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間幸夫議員。 

○４番（赤間幸夫君）　今回の提案でよいお話、より本腰が入るかなというふうな捉え方で聞か

せてもらっていました。今地域の皆様にも最終的には鉢上げの際にお手伝いを願うと、町の花

としての再認識も改まって、こういったものが拡張されていくような方向で息の長い事業とし

て捉えていただけたらありがたいと、あわせまして財源のほうについても寄附をいただいた側

に対しても成果としてお示しするような場面ができたらなおいいのかなというふうに思います

ので、その辺も合わせてお願いして、以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　他にございませんか。３番綠山市朗議員。 

○３番（綠山市朗君）　３番綠山でございます。 
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　　道徳教育の研究指定校事業についてお尋ねしたいと思うんですが、説明資料３の事業概要に

つきまして（１）、（２）、（３）とありますが、これに関する詳細をもう少しご説明いただ

きたいんですが、それから、その前に平成28年度からこの道徳の授業が始まっているんですが、

お答え難しいと思うんですが、この道徳の授業というのは大変難しいと思うんですけれども、

２カ年の成果はどのようになっておるのか、あわせてそれもご説明いただきたいと思います。

以上です。 

○議長（阿部幸夫君）　三浦教育次長。 

○教育次長（三浦　敏君）　それでは、お答えいたします。 

　　まず、事業の詳細につきましてですが、事業内容の（２）にあります教育講演会につきまし

ては、特に道徳について著書など、本などを多数発行している、あるいは文科省の調査官等の

経験者というような方々をぜひ中央のほうからお呼びをしたいというふうに考えております。

これはなぜかと申しますと、新しい教科化になったということで、町内の教職員も例えば具体

的には通知表の表現をどうしたらいいのか、あるいは年間の評価をどうしたらいいのかと、ど

のように見取ったらいいのかということが非常に悩んでいるわけです。第一学期の通知表にも

記載したんですが、そのときにも大分悩みながら出したというところもございます。ぜひその

ような考えを深める道徳ということで今言われておりますので、それをどう進めたらいいかと

いうことをぜひ大学教授等を招聘して研修したいというふうに考えています。なお、先ほど申

し上げたように広く町民にも公開をしながらということを考えております。 

　　また、公開研究会につきましては、これも町内の教職員と同様、県内の教職員についても非

常に関心事でございます。今回の県からの指定事業は、県で２校のみでございます。もう１校

は大崎市の古川第一小学校で、仙台管内では唯一松島の第一小学校ということで県から指定を

受けたということで、その責任をぜひ果たせるよう取り組んでいきたいというふうに思います。 

　　また、松島第一小学校の道徳の研究３年目に入っての成果ということでございますが、これ

は書かせること、例えば小学校の低学年のほうから書かせる、いわゆるただの穴埋め式のよう

な質問が書いてあって、それに答えるような道徳の書かせる事業ではなくて、普通のノートで

すね、何も書かれていないようなノートに子供たちが自分の考えを書いて、さらに授業の中で

も膨らませていくと、さらにそれを少人数、あるいはペア等での交流を深めていくということ

が非常に事業のスタイルとして定着し、まさに今新しい学習指導要領の特別の教科道徳で考え、

深めるというところが第一小学校については県内でも先進的になってきているのかなと、そこ

が県の教育委員会でもぜひそれを県内に広く知らしめたいというところでの今回の指定に至っ
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たのかなというふうに考えております。以上です。 

○議長（阿部幸夫君）　綠山市朗議員。 

○３番（綠山市朗君）　この事業概要の（２）、（３）の時期についてはどういう計画になって

いるのでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君）　三浦教育次長。 

○教育次長（三浦　敏君）　教育講演会につきましては、まず公開研究会に先立ちまして、２学

期の評価にも教職員が生かせるように、２学期からもうすぐに事業が始まりますので、できる

だけ早い時期にというふうに時期的には考えております。 

　　公開研究会につきましては、ある程度の３年目としての研究のまとまりを持ちたいと思いま

すので、２学期の後半というふうに考えております。また、２学期の後半の県内の教員が多く

参加しやすい時期と、行事が少しあくような時期を選定して行いたいというふうに思います。

具体的には公開研究会につきましては、11月ごろということで今考えているところです。 

○議長（阿部幸夫君）　内海教育長。 

○教育長（内海俊行君）　突然の指名でしたが、お答え申し上げます。 

　　そもそも道徳を始めたというのは、私が第一小学校の校長になったときでございます。 

　　それで、学力状況調査の点数はそこそこありました。県、全国レベルを超えるほどではなか

ったんですが、それに近い数字をしていました。ですけれども、トイレにトイレットペーパー

が捨ててあったり、それから上靴が隠されたりという事件が、やっぱり頻繁というほどではな

いんですが、たびたび起こっていました。何が大切なのかなといったときにやはり子供の規範

意識だろうと、学力もそれは大切だと思います。そういう状況を改善したいということで先生

方として一致して取り組みました。おかげさまでその間、時間はかかりましたけれども、そう

いうのはなくなりました。それから言葉も大分よくなりました。「ウザイ」、「死ね」、そう

いうのは第一小学校の子供たちからは余り聞かれなくなったと。それを引き続いて今３年目で

すね。第一小学校が指定を受けます。三浦次長の話にもございましたけれども、実は校内研究

で道徳をしているのは、県下でたった２校なんです。古川第一小学校と松島第一小学校なんで

す。ほかは算数や国語、そういうのをやっております。その中で仙台教育事務所の中で調べて

みますと、松島第一小学校だけが道徳ということで、３年間の実績をぜひ伝えてほしいという

こと、それから、保護者もことしから教科書になって非常に不安だと思います。心を評価しま

すので、ひょっとするとひょっとすると、間違って評価するかもしれません。ですから、講演

会が予定されていますけれども、そこには保護者などをお招きして聞いていただいて、正しい
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理解をしてもらいたいなと思っているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　綠山市朗議員。 

○３番（綠山市朗君）　道徳教育は学校で幾ら先生方が一生懸命教えても家庭教育、家庭のしつ

けがきちんとなっていないと大変難しいと思うんですが、その家庭、保護者との連携をどのよ

うに具体的になさるのか、必要だと思うんですが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君）　内海教育長。 

○教育長（内海俊行君）　家庭の連携は全くもって大切です。よく言われるのが、家庭でしつけ

られ、学校で学び、地域で育てるということで、最初のしつけが家庭ということになります。

学校の先生以上に小学校に入るまで家庭の養育歴というのは非常に子供たちに感化されやすい

んだと思っております。 

　　学校としては、まず学校の使命を果たしたいと、そのためには家庭がどうのこうのというの

ではなくて、校門から入ったら校門を出るまでは学校の管理下になりますので、通学路も含め

てですけれども、しっかり勉強していきたいし、また保護者にもさまざまな機会、例えば学級

通信、それから授業参観、それからＰＴＡ懇談会等々を使いながら家庭の役割を、おこがまし

いところあるかもしれませんが、お話ししていきたいなと思います。 

　　今回の道徳については、もれなく道徳価値に触れるということです。ですから、大人になる

までいろんな価値に触れていくと、家庭によっては正義、友情だけでずっと大人になるまでし

つけていくうちもあるかと思います。例えばの話ですね。そうなるとほかの価値に触れるとい

うことがなくなるので、学校の使命はいろんな価値に触れて、人としてのあり方を学んでいく

ようにしていきたいなと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　綠山市朗議員。 

○３番（綠山市朗君）　最後に１つ、これ、指定事業は単年度事業なんでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君）　三浦教育次長。 

○教育次長（三浦　敏君）　単年度の契約ということで、今年度内の契約期間となっております。

ただ、大崎市立古川第一小学校については継続ということで、昨年度から引き続きことしも指

定になったということですが、これについては今のところまだ今年度の研究の成果、あるいは

課題がどうなるかということで、まだ未定というか、まず契約的には今年度の事業ということ

で取り組む予定でございます。 
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○議長（阿部幸夫君）　綠山市朗議員。 

○３番（綠山市朗君）　単年度で果たして成果が上がるのかどうかちょっと疑問なんですが、継

続してこの事業できるように対応されるよう要望しておきます。以上です。 

○議長（阿部幸夫君）　他にございませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

　　討論に入ります。討論参加ございますか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　討論なしと認めます。討論を終わります。 

　　これより議案第46号を採決いたします。 

　　本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（阿部幸夫君）　起立全員であります。よって、議案第46号平成30年度松島町一般会計補

正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第４　議案第４７号　平成３０年度松島町下水道事業特別会計補正予算（第２ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　号）について 

○議長（阿部幸夫君）　日程第４、議案第47号平成30年度松島町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について議題といたします。 

　　議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議案第47号平成30年度松島町下水道事業特別会計補正予算の提案理由を

申し上げます。 

　　今回の補正につきましては、西柳雨水ポンプ場建設事業について、工事委託を実施するに当

たり、平成29年度に設定しておりました債務負担行為より金額及び期間が変更となったことか

ら新たに債務負担行為を設定するものであります。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（阿部幸夫君）　説明が終わりました。それでは、質疑に入りたいと思います。質疑ござ

いませんか。８番今野章議員。 

○８番（今野　章君）　債務負担行為の補正ということで、29年度ですか、提出されたやつを見

ますと、10億6,700万円の限度額ということが今回4,000万円ほど減額になったということで、
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この減額の理由についてはどういうことなのかお知らせいただければと思います。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　ただいまの質問をいただきましてありがとうございます。 

　　限度額が4,000万円下がっておりますということでございますが、こちらにつきましては、

平成29年度の繰越額2,900万円のほかに平成30年度の当初予算に西柳雨水ポンプ場に関する費

用を計上させていただいておりますので、その分を差し引きますので、限度額が下がるといっ

たものでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　他にございませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

　　討論に入ります。討論参加ございますか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　討論なしと認めます。討論を終わります。 

　　これより議案第47号を採決します。 

　　本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（阿部幸夫君）　起立全員であります。よって、議案第47号平成30年度松島町下水道事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第５　議案第４８号　工事委託に関する協定の締結について【西柳雨水ポンプ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　場の復興事業に係る建設工事委託に関する協定】 

○議長（阿部幸夫君）　日程第５、議案第48号工事委託に関する協定の締結についてを議題とし

ます。 

　　議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議案第48号工事委託に関する協定の締結について、提案理由を申し上げ

ます。 

　　今回の工事委託に関する協定の締結につきましては、復興交付金事業の西柳雨水ポンプ場の

建設工事を日本下水道事業団と工事委託協定を締結するものであり、地方自治法第96条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ
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り議会の議決を求めるものであります。 

　　工事の内容につきましては、西柳雨水ポンプ場の建設を行うものであります。 

　　なお、詳細につきましては水道事業所長より説明させます。よろしくご審議の上承認賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　それでは、ご説明させていただきたいと思います。 

　　現在、水道事業所では災害復旧・復興事業を進めておりますが、技術者が足りず、他の自治

体から職員派遣をお願いしている状況にあり、今回の西柳雨水ポンプ場の建設工事は、多種の

専門かつ複雑な技術を要するものでございます。このため発注者においても工事を適正に施工

していくためには土木、建築、機械、電気等各分野にわたる専門知識や工事等の経験が必要で

あるため、下水道施設の建設に多くの実績を持つ日本下水道事業団に工事発注関係事務から監

督管理、完了検査など、本町が本来行うべき業務を委託するものでございます。日本下水道事

業団につきましては、日本下水道事業団法に基づき下水道に関する業務について地方公共団体

の支援、代行をする機関として唯一設立した地方共同法人であり、通常の請負契約とは違い、

事業団と業務代行を含め、建設工事の協定を結ぶものでございます。 

　　それでは、資料に基づきまして説明をさせていただきたいと思います。 

　　資料１ページから５ページにつきましては、日本下水道事業団との協定内容であり、今回の

協定については、工期的にも約３年を予定し、建設工事の変更増減、年度割額の変更もあり得

ることから、予定概算事業費として11億600万円とし、完成予定を平成32年度までとしており

ます。 

　　それでは、資料の６ページ目をお開き願います。 

　　復興事業で実施する西柳雨水ポンプ場の配置図であり、事業概要といたしましては、高城字

西柳地内に鉄筋コンクリートづくり２階建て、延べ床面積340.99平米のポンプ場を建設するも

のであり、ポンプ施設等としましては雨水排水ポンプ500ミリを２台、池排水ポンプ100ミリを

１台、流入・放流渠施設等であり、排水能力毎秒0.554立方メートルの雨水ポンプ場を建設を

行うものでございます。 

　　７ページをお開き願います。 

　　７ページにはポンプ場の立面図であり、左上段の東側立面図が町道西柳線住宅のほうから見

たものでございます。下段の西側立面図が町道松島橋西柳線高城側方面から見たものとなりま

す。 
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　　８ページをお開き願います。 

　　８ページはポンプ場の平面図であり、図面の左上段が１階の平面図であり、１階はポンプ室

等になります。また、図面の右上段が２階平面図であり、２階は電機室、自家発電機室等にな

ります。 

　　９ページにつきましては、ポンプ場の断面図を掲載しているところでございます。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　議案の提案理由の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございま

せんか。６番片山正弘議員。 

○６番（片山正弘君）　６番片山です。 

　　今回の西柳ポンプ場の建設に当たりまして、ここの用地交渉等についてはいつごろ終わった

のでしょうか。もし、これからなのかどうかお聞きをしたいと思います。 

○議長（阿部幸夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　詳細は後で担当課長から説明させますけれども、一応今年度に入りまし

て、なかなか西柳が決まらなかったということで、担当課のほうに特にことしもう始まらない

と復興10年の間で終わらないよということで、９月までもし決まらなかったらこの計画も変更

しなければならないのではないかと、そういうことまで考えて進めてきたと、地権者のほうに

関して、そういったこともことしになってから強く訴えてまいりましたので、担当課では相当

往来をしていただいたと、結果については今水道事業所の所長からお話し申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　それでは、土地取得に関する今までの経過について、概要だけ

ご説明させていただきたいと思います。 

　　本来であれば、建設する場合については土地の購入をして登記まで完了するというのが基本

になろうかと思いますが、今回につきましては、既に１筆分の土地については購入しているも

のの、もう１筆について購入できていなかったという状況が続いておりました。今回、法定相

続人が今、実は係争中でございまして、今月中旬にも第４回目の公判が開かれているという状

況でございます。これまで工事の内容について法定相続人、代理弁護士を通じましてお話をさ

せていただいたところ、売却については了解するという旨がございまして、起工承諾という調

書を７月中旬に徴収させていただきました。こちらに基づいて今回工事を実施していくという

ものでございます。これらの方法につきましては、宮城県や下水道事業団にもこういうやり方

でどうでしょうかということで確認をとらせていただきましたが、基本的にはこういう事例は



２２ 

多数ございますということを伺っておりますので、この方法で今回させていただいたというも

のでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　片山正弘議員。 

○６番（片山正弘君）　用地交渉は一番大切なことなので、難しいんだろうと思うんですが、そ

ういう経過を踏まえて十分にこの地権者との了解を得ながらスムーズな工事が進むようよろし

くお願いしたいと思います。 

　　また、ここにはポンプ場建設に当たり、ここの導水ですね、ここまで来るまでの水の流入す

る工事等の計画はいつごろなのでしょうか。お聞きします。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　今回の工事につきましては、流入と排水、あと本体という部分

をさせていただきます。 

　　接続する管渠についてでございますが、既に設計についてはもう終了している状況でござい

ます。ですので、今回こちらの部分に日本下水道事業団のほうが工事等業者を決定する際に工

程等を確認させていただきながらこちらの方の発注についても順次行っていきたいというふう

に考えているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　片山正弘議員。 

○６番（片山正弘君）　よろしくお願いしたいと思います。何せ内水がいつどのようになるかわ

からない状況が続いているわけですので、いち早くこの完成を望んでいるものであります。 

　　そして、ここの地区、地域の方からの結構要望等があるんですが、今ここのポンプ場から堤

防沿いまで出る道路がないんだというのがよく言われております。ですから、もしポンプ場の

脇を通ってどこか川沿いまで歩道的に行ける、ちょうどここはどうなんでしょうね。福田金物

屋さんの後ろあたりなんでしょうかね。島田さんの後ろあたりなんでしょうかね。ここから川

沿いまで行けるような歩道整備とかそういうのは工事の中には入っていないのでしょうか。お

聞きしたいと思います。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　今のご質問でございますが、先日、町のほうで開催されました

行政区の懇談会の中でもやはり同様のお話を承っております。本来、これは復興交付金事業で

ございますが、歩道をつけるといったことについては今予定はしていないところでございます
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が、建物の中に我々は管理用の通路という形で、要するに住宅側から高城側のごみ捨て場まで

行くとかという動線はございますので、それについては今回配慮してまいりたいと思っている

ところでございます。以上です。 

○議長（阿部幸夫君）　片山正弘議員。 

○６番（片山正弘君）　十分にその辺踏まえてこの地元の要望等にも応えていただけますようよ

ろしくお願いして終わります。 

○議長（阿部幸夫君）　他にございませんか。８番今野章議員。 

○８番（今野　章君）　１つは、大分深く10メートルぐらい掘削するということですので、その

辺のいわゆる補償関係のことはどんなふうになるのかですね。 

　　それから、日本下水道事業団とたくさん協定を結んでいるかと思うんですが、今現在で何ぼ

ぐらい結んでいるのかちょっと教えてください。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　それでは、まず工事に関しまして、掘削をするということで、

その点からまずお話をさせていただきたいと思います。 

　　今回の西柳雨水ポンプ場の隣接箇所につきましては、住宅がやはり張りついているという部

分もございます。今回協定の締結、こちらのほうできましたら、下水道事業団より工事の発注

を行いますので、その業者が決定した際に家屋調査というものをさせていただきたいと思いま

す。こちらにつきまして影響等を調査させていただきながら、我々としても十分配慮してまい

りたいと考えているところでございます。 

　　あと、下水道事業団への工事という形でいきますと、今回復興事業等々、あとは災害復旧、

ほぼ下水道事業団にお願いしているという状況でございまして、管渠等につきましては、別で

発注するという場面がありますが、本体工事につきましては下水道事業団にお願いしていると

いうような状況でございます。 

　　以上でございます。（「何カ所」の声あり）数につきまして、災害復旧が２カ所になります。

復興事業につきましては７カ所という形になります。　 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　今野章議員。 

○８番（今野　章君）　わかりました。 

　　それで、その家屋調査実施して、工事終了後にまたされるとこういうことになると思うんで

すが、その際に補償が出てくると、これは町のほうで補償を出すということにつながっていく
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んですよね。これは契約書を見ても多分そうなっているかと思うんですが、そういうことで、

もしそういった補償関係が出た場合に町から出すといった場合に補償するための費用ですね。

財源といいますか、これは災害復旧の交付金の中で見られるのかどうか。その辺も含めてちょ

っと教えてください。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　まず、基本的には工事を行うについては、やはり影響が出ない

ようにするというのがまず第一義になるとは思います。そういった部分で、まず家屋調査をさ

せていただいて、もし仮にそういった部分が発生するような場合につきましては、改めて我々

のほうで調査をさせていただいた結果に基づきまして補償という形になろうかと思いますが、

こちらについては復興交付金事業の該当という形になるものでございます。 

　 以上でございます。（「わかりました」「事業内」「内でしょう」の声あり） 

○議長（阿部幸夫君）　よろしいですか。（「はい」の声あり）他にございませんか。11番菅野

良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　今の質問に関連するんだけれども、この協定の内容で第６条と10条の関

係なのね。10条だと建設工事に伴う損害でということで、乙の責めに帰すべきというのは乙、

その他の原因は町ということなんだけれども、ここの６条で土地の取得等ということで、建設

工事に必要な土地の取得は当然だと思うけれども、その他の損失補償というものがあるんです

けれども、その他の損失補償というのはどんなものが想定されるんですか。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　基本的な部分で言いますと、先ほどの家屋とか、そういったも

のが該当してくるという形になろうかと思います。 

　　以上でございます。（「ちょっとわからないな」の声あり） 

○議長（阿部幸夫君）　菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　工事中に家屋に関係してとか、工事でずれたとか、下がったとかという

ものなんですか。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　家屋に関係しますので、例えばブロック塀を設置しているとか、

そういった部分も当然出てまいりますので、家に関する部分でそういったものが出た場合につ

いては補償という形になるものでございます。 

　　以上です。 
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○議長（阿部幸夫君）　菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　はい、はい、わかりました。内容はわかりましたけれども、その工事中

に自然とそういう形になったのかとか、それとも工事のミスでそういうふうになったのかとい

うのは難しい判断になるんだと思うけれども、そうしたときに業者側からこれはやっぱり工事

の影響ではないよという判断というのは難しいんだと思うけれども、そういう判断はどこです

るんですか。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　今のお話でございますが、やはり工事で今回我々のほうでも矢

板を打ったりとか、深く掘るという部分もございます。ですので、最初の段階では家屋調査と

いうのを当然させていただくと、まずそこで現状を確認させていただくと、あと当然終わりま

したら最終的にまた家屋調査をさせていただくという形になります。その中で、最終的な補償

という話になった場合については、町と請け負っている日本下水道事業団さんと我々のほうで

対応させていただくという形になろうかと思います。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　あのね、説明では高度な技術等必要だからということで協定するわけで

しょう。頼んでいるわけでしょう。そこでの協定の中でこういうのを結んだ場合、町のほうで

やっぱりこれは違うよということを言えますか。その高度な技術というのはどこでどういうふ

うにして協議するのかよくわからないなと思って聞いたんです。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　今回につきましては、確かに先ほど高度な技術を要するという

ことで、下水道事業団にお願いするんだというお話をさせていただきました。我々としまして

も基本は技術を持っている下水道事業団ではございますけれども、我々にも技術者は当然おり

ます。ですので、基本的には下水道事業団さんとのお話をさせていただいて、そういうことが

ないようにさせていただくと、万が一あった場合についてはそのような対応をとらせていただ

くという部分になろうかと思います。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　菅野良雄議員。 

○11番（菅野良雄君）　わかりました。できるだけスムーズに工事が進むように努力していただ

ければいいと思います。 
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○議長（阿部幸夫君）　他にございませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

　　討論に入ります。討論参加ございますか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　討論なしと認めます。討論を終わります。 

　　これより議案48号を採決します。 

　　本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（阿部幸夫君）　起立全員であります。よって、議案第48号工事委託に関する協定の締結

については、原案のとおり可決されました。 

　　ここで休憩に入りたいと思います。再開を11時20分といたします。 

　　　　　午前１１時０７分　　休　憩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　午前１１時２０分　　再　開 

○議長（阿部幸夫君）　会議を再開いたします。 

　　お知らせいたします。３番綠山市朗議員が宮城県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会

出席のため、早退しておりますので報告いたします。 

　　なお、本日の会議録署名議員に指名した綠山市朗議員が早退したことから、新たに５番髙橋

利典議員を会議録署名議員に指名いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第６　議案第４９号　工事請負契約の締結について【町道根廻・磯崎線道路整備 

　　　　　　　　　　　　　　　　　工事】 

○議長（阿部幸夫君）　日程第６、議案第49号工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

　　議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議案第49号工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。 

　　今回の工事請負契約の締結につきましては、社会資本整備総合交付金事業（復興枠）として

実施する町道根廻・磯崎線道路整備工事に関するものであり、去る７月12日に入札に付し、議

案のとおり請負契約を締結するため地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであ
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ります。 

　　工事の内容につきましては、道路新設工、施工延長1,200メートルを行うものであります。 

　　工期は平成32年９月30日であります。 

　　なお、詳細につきましては担当課長より説明させます。よろしくご審議の上、承認賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　それでは、町道根廻・磯崎線道路整備工事の契約締結につきまして

説明いたします。 

　　説明資料の１ページ目、位置図をお開きください。 

　　町道根廻・磯崎線につきましては、起点が国道45号根廻地区、終点が県道奥松島松島公園線

磯崎地区を結ぶ町道であります。社会資本整備総合交付金（復興枠）で事業を実施しておりま

す。 

　　根廻側の事業区間につきましては、図面青の旗上げ区間となっておりますが、国道45号から

路線中間より県道側の美映の丘まで延長1,550メートルが事業区間となっております。 

　　事業につきましては、平成26年度から平成32年度の期間で計画しておりまして、起点側の切

り土部及び美映の丘側の切土、盛土部について工事に着手しているところであります。 

　　今回契約する工事箇所につきましては、図面の赤実線箇所でありますが、起点側よりコメリ

から手樽へ向かう道路との交差部まで実施するものであります。工事延長は1,200メートルで

あります。 

　　また、図面の青破線箇所につきましては、現在施工中箇所であります。 

　　説明資料の２ページ目をお開きください。 

　　平面図及び切土部及び盛土部の標準横断図であります。図面上の平面図をごらんください。 

　　図面の右が国道45号側の起点部、図面の左が今回工事の終点部であります。 

　　終点部の現道との交差位置につきましては、松の杜団地入り口、松島高校へ向かう道路より

約60メートル手樽側になります。 

　　今回の工事では、切土、盛土の土工、法面工、排水工、舗装工の路盤工を行うものでありま

して、アスファルト舗装、交通安全施設工などは別工事で後から発注する予定となっておりま

す。切土箇所につきましては、主に図面左の国道側となりますが、前回までの工事に続き切土

を行ってまいります。盛土箇所につきましては、中間付近の少し国道側から終点部交差点まで

となっております。法面工、排水工、路盤工につきましては、工事区間全線について実施を行
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います。 

　　図面下の標準横断図をごらんください。 

　　切土部と盛土部の標準横断図ですが、道路幅員につきましては、車道部９メートル、歩道部

は3.5メートルの両側で７メートル、全体で16メートルの道路幅員となります。 

　　図面の中間付近にあります工事概要になりますが、工事延長1,200メートル、土工、切土11

万5,000立米、盛土６万5,000立米、法面工、切土法面4,990平米、盛土法面１万2,440平米、排

水工、道路側溝2,800メートル、路盤工、下層路盤工１万1,820平米であります。 

　　説明資料の３ページ目をお開きください。 

　　入札結果であります。入札方法は条件つき一般競争入札を行ったものであります。公募した

ところ９者から申し込みがあり、入札を行った結果、第１回目の入札において予定価格に達し、

株式会社重松組東北支店を請負予定業者としたものであります。 

　　落札金額は６億7,480万円であり、契約額につきましては、消費税が入りまして７億2,878万

4,000円であります。 

　　また、仮契約につきましては、平成30年７月18日に締結しております。 

　　なお、工期につきましては３カ年の債務負担工事でありまして、平成32年９月30日となって

おります。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（阿部幸夫君）　議案の提案の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございません

か。１番杉原崇議員。 

○１番（杉原　崇君）　１番杉原です。 

　　この道路が完成するとかなり便利になるのはもちろんですけれども、松島北インター付近の

渋滞緩和でかなり交通量がふえると思うんですけれども、この間の信号等々、そういった設置

する考え、予定というか、そういう考え教えてください。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　信号機につきましては、最終的には国道45号の交差点、あと運動公

園のところの交差点、あと県道奥松島松島公園の交差点という形で信号機の要望をしていきた

いと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　杉原崇議員。 

○１番（杉原　崇君）　それに合わせて前回の定例会でもお話ししたと思うんですけれども、横



２９ 

断歩道等々はどういう形になるんでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　横断歩道につきましては、信号機設置と同時に引くような形となる

と思いますけれども、その辺は公安委員会と警察さんとか、調整を行いながら事前に引くとか

というものを計画していきたいと思っております。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　よろしいですか。他にございませんか。よろしいですか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

　　討論に入ります。討論参加ございませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　討論なしと認めます。討論を終わります。 

　　これより議案第49号を採決します。 

　　本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（阿部幸夫君）　起立全員であります。よって、議案第49号工事請負契約の締結について

は、原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第７　議案第５０号　工事請負契約の締結について【町道手樽・富山駅線避難道 

　　　　　　　　　　　　　　　　　路整備工事】 

○議長（阿部幸夫君）　日程第７、議案第50号工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

　　議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議案第50号工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。 

　　今回の工事請負契約の締結につきましては、東日本大震災復興交付金事業として実施する町

道手樽・富山駅線避難道路整備工事に関するものであり、去る７月12日に入札に付し、議案の

とおり請負契約を締結するため地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

　　工事の内容につきましては、道路改良工、施工延長910メートルを行うものであります。 

　　工期は平成31年３月29日であります。 
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　　なお、詳細につきましては担当課長より説明させます。よろしくご審議の上、承認賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　それでは、町道手樽・富山駅線避難道路整備工事につきまして説明

させていただきます。 

　　工事につきましては、東日本大震災復興交付金事業により避難道路を整備するものでありま

す。 

　　手樽地区の避難道路整備につきましては、５路線、延長で約6,000メートルの整備を行うも

のであり、その中で町道手樽・富山駅線の全体整備延長は3,115メートルであります。 

　　説明資料の１ページ目をお開きください。 

　　位置図であります。施工箇所につきましては、海浜公園前から銭神漁港前までであります。 

　続きまして、説明資料の２ページ目をお開きください。 

　　図面上の平面図ですが、図面左が県道側、図面右がフットボールセンター側であります。赤

着色箇所が工事箇所でありまして、海浜公園前は歩道の拡幅工事、銭神漁港前につきましては

車道、歩道全幅員の整備を行います。 

　　工事延長といたしましては、910メートルであります。 

　　今回の工事では、土工、法面工、排水工、舗装工及び避難誘導ライン、避難誘導灯の設置を

行うものであります。 

　　道路線形につきましては、現況道路と変わりありませんが、歩道幅員が広くなりますので、

海側に歩道拡幅整備を行うものでありまして、海浜公園前は水路脇の土水路を盛土を行います。

また、銭神漁港前につきましては防潮堤建設事業時に海側に防潮堤の前出しを行っておりまし

て、歩道用地を確保しております。 

　　図面下の標準横断図でありますが、歩道拡幅区間及び全幅区間の標準横断図であり、道路幅

員につきましては、車道部が2.75メートル掛ける２車線と路肩部で７メートル、歩道部が2.5

メートル、合わせまして全幅員で9.5メートルであります。車道部の舗装構成につきましては、

表層がアスファルト舗装５センチメートル、上層路盤が歴青安定処理、これもアスファルト舗

装になりますが６センチメートル、下層路盤が再生砕石37センチであります。 

　　図面左下の工事概要になりますけれども、工事延長910メートル、土工、切土1,200立米、盛

土680立米、法面工、切土法面130平米、盛土法面370平米、排水工、道路側溝1,100メートル、

舗装工、車道舗装工が1,900平米、歩道舗装が1,700平米、附帯工一式であります。 
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　　説明資料の３ページ目をお開きください。 

　　入札結果であります。入札方法は条件つき一般競争入札を行ったものであります。公募した

ところ２者から申し込みがあり、入札を行った結果、第１回目の入札において予定価格に達し、

我妻建設株式会社を請負契約予定者としたものであります。 

　　落札金額は１億700万円であり、契約額につきましては、消費税が入りまして１億1,556万円

であります。 

　　仮契約につきましては、平成30年７月18日に締結しておりまして、工期につきましては平成

31年３月29日までであります。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（阿部幸夫君）　議案の提案理由の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございま

せんか。５番髙橋利典議員。 

○５番（髙橋利典君）　５番髙橋です。 

　　この路線は、今度工事する910メートルの区間ですか、海浜公園の前というと、道路が震災

の影響もありまして、地震の影響でゆがんでいるんですよね。その状況が直るのか、直らない

のか、これを見ますと、現況の舗装工ということで波打っている状況が直らないでそのままに

なっていくのかなというような感じなんですけれども、その辺の確認をしていきたいと思いま

す。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　本路線の道路の幅員計画につきましては、先ほども申しましたけれ

ども、9.5メートルであります。車道部については７メートルとなっておりますが、あそこの

海浜公園の前の部分は車道がもう既に7.7メートル確保されておりまして、歩道のみの拡幅工

事となっております。線形が少し変わるとかいった場合は、当然縦断勾配なんかも考えていき

ますけれども、あそこの部分、真っすぐになっておりますので、線形は変わりありません。で

すので、車道部については、今回復興交付金では手をつけないという形になっておりますので、

今の縦断勾配は変わらないという形になっております。また、縦断勾配調整かけたとしてもあ

そこは駐車場の出入り口等々ありますので、その駐車場のほうまで手をかけていかなければな

らないということから考えますと、あの勾配は変えられないのかなと思っておりました。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　髙橋利典議員。 

○５番（髙橋利典君）　なおさら昔は海ですからね。地盤というか、そのものが通常のあれでは
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ないなということで思っておりまして、別な話になりますけれども、愛・らんどつくるときに

うちの田んぼあったんですけれども、それが盛土したために20メートル盛り上がったという状

況もありまして、そういう状況もありましたから、やっぱり地盤が地盤なので、そのままの状

況でいくのかなとは今確認でした。なおさら余り真っすぐで、波打っていない、真っすぐだと

飛ばすんですよね。逆に。だから、そう考えればまず今の線形で逆にいいのかなと思ったりも

していまして、その辺の確認です。 

○議長（阿部幸夫君）　他にございませんか。８番今野章議員。 

○８番（今野　章君）　私も同じような質問をしようかと思っていたんですが、できれば波打っ

ていない道路のほうがいいのではないかと思ったんですが、それはそれとして、現地に行って

ちょっと見ないで来てしまって申しわけないんですが、海浜公園の前のところになるわけなの

で、駐車場から車をとめて海浜公園に行く際に土側溝を飛びはねていかなければいけないよう

な状況もあるのかなというふうに思っているんです。やっぱりいろんな方が海浜公園で遊んだ

りなんだり楽しめるようにできたらいいかなと思うので、海浜公園への通路といいますか、侵

入路、これがきちんと誰でも行けるような状況に確保されるのかどうか。その辺はどうなんで

しょうか。 

○議長（阿部幸夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　今回の歩道整備をしますと、今、土水路になっておりますけれども、

何か聞く話によりますと昔はベンチフリュームがあったのかもしれないということでした。だ

んだん土がたまってきて、土水路的なものになっているという形です。 

　　あと、乗り入れ部が何カ所かございますけれども、その辺もちょっと悪くなってきていると

いう状況であります。今回歩道整備と同時にその乗り入れ部につきましても舗装工関係、やり

直ししたいと思っておりまして、乗り入れに対してはきちんと整備していきたいと思っており

ます。 

　　あと、土側溝で今、水の流れが悪いということもありますけれども、今回また同じように構

造物、法尻側溝ですか、入れますので、その辺は水の流れもよくなるものと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　今野章議員。 

○８番（今野　章君）　バリアフリーではないんですけれども、車椅子でも入れるような、ぜひ

そういう整備をしていただければと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（阿部幸夫君）　他に質疑ございませんか。よろしいですか。 
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　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

　　討論に入ります。討論参加ございますか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　討論なしと認めます。討論を終わります。 

　　これより議案第50号を採決します。 

　　本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（阿部幸夫君）　起立全員であります。よって、議案第50号工事請負契約の締結について

は、原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第８　議案第５１号　工事請負契約の締結について【普賢堂排水区雨水管渠築造 

　　　　　　　　　　　　　　　　　工事】 

○議長（阿部幸夫君）　日程第８、議案第51号工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

　　議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議案第51号工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。 

　　今回の工事請負契約の締結につきましては、東日本大震災復興交付金事業として実施する普

賢堂排水区雨水管渠築造工事に関するものであり、去る７月12日に入札に付し、議案のとおり

請負契約を締結するため地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

　　工事の内容につきましては、施工延長281メートルの雨水管渠築造工を行うものであります。 

　　工期は平成31年３月29日であります。 

　　なお、詳細につきましては水道事業所長より説明させます。よろしくご審議の上、承認賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　それでは、工事請負契約の締結につきまして、資料に基づいて

ご説明をさせていただきたいと思います。 

　　資料1ページをお開き願います。 

　　普賢堂排水区雨水管渠築造工事の図面が掲載されているところでございます。 

　　右上段に位置図でございます。左中段に平面図がありますが、赤く着色している部分が今回
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の施工箇所でございまして、現在東日本大震災復興交付金事業にて松島字普賢堂地内で整備を

進めている普賢堂雨水ポンプ場への雨水管渠の整備工事でございます。 

　　工事の概要といたしましては、左上段に記載しておりますが、雨水管渠築造工事としてボッ

クスカルバート工が延長82メートル、既設水路更生工が延長95メートル、既設水路底部調整工

が延長104メートルと全体としまして延長281メートルを施工するものでございます。 

　　図面の右下段、位置図の下になりますが、今回の工事に関します標準横断図であり、左側が

普賢堂雨水ポンプ場側のボックスカルバート工の断面図となり、右側が旧オルゴール館の場所

から国道45号までの既設水路更生工の断面図であります。 

　　既設水路更生工の概要でございますが、既設水路の底版の調整を行い、底版と壁面にＦＲＰ

Ｍ板を張りつけ水路を構成するものでございます。国道45号線を横断した上流部につきまして

は、既設水路底版を調整するものでございます。 

　　２ページをお開きいただきたいと思います。 

　　入札結果であります。入札方法は条件つき一般競争入札を行ったものでございます。公募し

たところ３者から申し込みがありましたが、第１回目の入札において予定価格に達したので、

大木建設株式会社東北支店を請負契約予定者としたものでございます。 

　　また、仮契約につきましては、７月18日に締結しております。 

　　工期につきましては平成31年３月29日でございます。 

　　以上、概要でご説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿部幸夫君）　議案の提案理由の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございま

せんか。13番色川晴夫議員。 

○13番（色川晴夫君）　今回の水路、懸案でありまして、あそこは雨降るたびにご承知のとおり、

冠水するというようなところでございまして、ファミリーマート、上の国道45号線の上ですね。

現在のファミリーマートの裏側になります。あそこのところ、今回この工事が入ったというこ

とですね。あそこもファミリーマートからよく私もたまに車で裏側に抜けていくんですけれど

も、工事の後であの辺は舗装になるのかどうか。そのままになるのか。どのような状況になり

ますでしょうか。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　今のご質問でございますが、ファミリーマートの裏でございま

す。あそこについては今、ふたつきの側溝と砂利道になっていると、今現況で言いますと、砂

利道がやはりちょっと若干ゆがんでいる部分、不陸になっている部分がございますので、その
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辺につきましては今回の工事に合わせて整地をさせていただいて、高さ調整をさせていただく

ということで予定はしております。ただ、今回復興交付金事業でございますので、あそこは道

路ではないんですね。現況としましては水路という形になりますので、舗装までは大変申しわ

けございません。今のところ予定していないところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（阿部幸夫君）　色川晴夫議員。 

○13番（色川晴夫君）　水路といっても、もうあそこ皆さん、当たり前のように通っておるわけ

で、今さら車もし通ることができないとなれば通行どめとかなんかというようなことをしなけ

ればならないと思いますけれども、今までの現状のままであのように整備していただければ、

地域の人はありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

　　それで今度、下の部分です。今、雨水ポンプ場をつくって、それでボックスカルバート、こ

れはオルゴール館までがボックスカルバートだと、オルゴール館の下からずっと今度は延長線

上に行くということになりまして、この図面でいきますとあそこ、ごんきやさん、この図面は

ごんきやさんまで行く図面ということなんですか。角まで行くと、クリスタルビルの裏、もっ

と先ということまでこれなるわけですか。ちょっと説明悪いかもしれませんけれども、カキ処

理場のほうまでのあそこの……、まではいかないんですね。 

○議長（阿部幸夫君）　岩渕水道事業所長。 

○水道事業所長（岩渕茂樹君）　今のこの図面で申し上げますと、今回の施工箇所、ボックスカ

ルバートにつきましては先ほどお話しのとおり、ポンプ場からちょうど旧オルゴール館のとこ

ろまでがまずボックスカルバートですと、そこから下を通りまして開渠の部分の更生工につき

ましては、クリスタルビルの前までという形になりまして、今お話しの部分は多分上流の話と

いう形になろうかと思います。実は上流につきましては、国道45号の歩道改修等が実は今国道

のほうで予定されていると、その中で実はその一部の部分ですが、そこの部分について国道の

ほうで水路の改修を行いますといったお話が今来ているところでございます。こちらの工程が

ないと上流側、確かに震災以降、我々も現地を確認させていただきまして、不陸になっている、

要するにちょっとでこぼこになっている部分が若干ありますということについては我々も重々

承知しております。こちらの状況を踏まえつつ、今後について検討させていただきたいとは思

っているところでございますが、今のご質問でいきますと、申しわけございませんがクリスタ

ルビルの前までという形になるところでございます。 

　　以上でございます。 



３６ 

○議長（阿部幸夫君）　色川晴夫議員。 

○13番（色川晴夫君）　今回はあそこのクリスタルビルまでのところの工事だとわかりました。

その後は今ご説明のように歩道拡幅工事が始まりましたらその辺も、あの辺が本当に冠水する

ところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

　　以上、終わります。 

○議長（阿部幸夫君）　他に質疑ございませんか。よろしいですか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

　　討論に入ります。討論参加ございませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿部幸夫君）　討論なしと認めます。討論を終わります。 

　　これより議案第51号を採決します。 

　　本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（阿部幸夫君）　起立全員であります。よって、議案第51号工事請負契約の締結について

は、原案のとおり可決されました。 

　　これで、本臨時会に付議された議案の審議は全部終了いたしました。 

　　平成30年第１回松島町議会臨時会を閉会いたします。 

　　大変ご苦労さまでございました。 

　　　　　午前１１時５０分　　閉　会 


